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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第46期

第１四半期連結
累計期間

第47期
第１四半期連結
累計期間

第46期
連結会計年度

　

会計期間

自平成23年
10月１日
至平成23年
12月31日

自平成24年
10月１日
至平成24年
12月31日

自平成23年
10月１日
至平成24年
９月30日

　

売上高（百万円） 3,217 3,566 12,860 　

経常利益（百万円） 145 289 439 　

四半期（当期）純利益（百万円） 73 165 182 　

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
68 165 182 　

純資産額（百万円） 6,078 6,265 6,193 　

総資産額（百万円） 11,818 12,093 12,234 　

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
0.84 1.89 2.08 　

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 1.89 2.08 　

自己資本比率（％） 51.3 51.6 50.4 　

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第46期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社及び連結子会社が判断したものであり

ます。

(1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、停滞状態が継続している海外経済、周辺諸国との緊張関係、不透

明な国内政治などのマイナス要因により弱含みの動きとなりました。しかしながら年末におこなわれた総選挙によっ

て誕生した新政権への期待感から為替も円安に振れ、株価の上昇など、明るい兆しも出てきています。

　当社および連結子会社が関連する建設業界におきましては、東日本大震災復興工事をはじめとする公共工事や住宅

をはじめとする建築工事が堅調に推移しています。当社および連結子会社のこだわる三大都市圏においては、外環道、

圏央道、首都高速道路、阪神高速道路、京都第二環状線などのプロジェクト工事の継続に加えて新名神高速道路の工事

も本格化してきました。鉄道工事もＪＲ大型ターミナル駅改良工事および私鉄各社の連続立体化工事などに加えてＪ

Ｒ東日本では直下型地震対策工事も一部着工となり活性化してきています。建築工事では東京都心部を中心に周辺部

においても徐々にボリュームがアップしてきました。

　このような状況において、当社は中期的な経営戦略「みのむし経営」の仕上げの年として当社の強みであるゼネコ

ンへの知名度を活かした営業活動の推進と当社オリジナル環境関連商品のＰＲ強化により現場の受注を進めました。

新たに投入をした充電式ハンディ型ＬＥＤライト「ミニ静Ｌｉｇｈｔ」も好評をいただいております。

　その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、35億66百万円（前年同四半期比110.9％）となりま

した。内訳としましては、賃貸収入が29億72百万円（同110.4％）、その他の売上高が５億93百万円（同113.4％）とな

りました。

　また、営業利益につきましては、２億80百万円（同196.3％）、経常利益につきましては、２億89百万円（同

199.0％）、四半期純利益につきましては、１億65百万円（同223.8％）となりました。

　今後も海外、国内ともに経済情勢の先行きは不透明感をぬぐえませんが、当社といたしましては、安心して生活ので

きる安全なインフラ整備のお手伝いなどにより社会に貢献をさせていただきつつ、さらなる業容の拡大、財務体質の

強化ならびに業績の安定に努めてまいります。

(2）財政状態の分析

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、120億93百万円と前連結会計年度末に比べて１億40百万円（1.1％）

の減少となりました。これは、売上債権の増加２億87百万円があったものの、現金及び預金の減少３億75百万円が

あったためであります。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、58億28百万円と前連結会計年度末に比べて２億12百万円（3.5％）の

減少となりました。これは、仕入債務の増加１億27百万円があったものの、未払法人税等の減少１億41百万円及び借

入金の減少１億34百万円があったためであります。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、62億65百万円と前連結会計年度末に比べて71百万円（1.2％）の増

加となりました。これは、配当金の支払87百万円があったものの、四半期純利益１億65百万円を計上したためであり

ます。
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(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 87,733,362 87,733,362

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 87,733,362 87,733,362 ─ ─

（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成25年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成24年11月28日

新株予約権の数（個） 263（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 26,300（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成24年12月25日

至　平成74年12月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　98

資本組入額　　　49

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３

（注）１．新株予約権の目的である株式の数

新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、１個につき100株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割

（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、

次の計算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点

で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

については、これを切り捨てるものとする。

　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効

力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して

資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行わ

れる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式

数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じ

て付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を

行うことができる。

２．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場

合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若し

くは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案に

つき、当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた

場合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記３に定

める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新

株予約権が交付される場合を除くものとする。

③　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めると

ころによる。
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３．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生日にお

いて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、組織再編成行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に

定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げ

る株式会社（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合

においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成24年10月１日～

平成24年12月31日
－ 87,733 － 1,167,551 － 165,787

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成24年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　　　100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　87,732,400 877,324 －

単元未満株式 普通株式　　　　 862 － －

発行済株式総数 87,733,362 － －

総株主の議決権 － 877,324 －

　（注）１．「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株が含まれております。また、「議

決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数７個が含まれております。

２．当第１四半期連結会計期間において自己株式の取得を実施したため、平成24年12月31日現在の自己株式数は

82,022株（発行済株式総数に対する割合0.09％）であります。
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②【自己株式等】

 平成24年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

サコス株式会社
東京都品川区東五反田四丁目

５番３号
100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

（注）　平成24年12月12日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第

156条の規定に基づき、自己株式の取得を決議し、当第１四半期連結会計期間に次のとおり自己株式の取得を実

施いたしました。　

①　取得した株式の種類 普通株式

②　自己株式の総数 81,900株

③　取得価額の総額 8,681,400円

④　発行済株式総数に対する割合 0.09％

上記の自己株式取得の結果、平成24年12月31日現在の自己株式の保有状況は次のとおりであります。

⑤　自己株式の総数 82,022株

⑥　発行済株式総数に対する割合 0.09％
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,118,402 743,091

受取手形及び売掛金 ※
 4,162,043

※
 4,449,512

商品及び製品 22,584 13,121

仕掛品 21,910 36,578

原材料及び貯蔵品 102,008 100,750

その他 320,508 237,932

貸倒引当金 △42,839 △44,287

流動資産合計 5,704,618 5,536,698

固定資産

有形固定資産

貸与資産（純額） 283,270 285,308

土地 4,598,453 4,598,453

その他（純額） 1,114,601 1,130,050

有形固定資産合計 5,996,325 6,013,812

無形固定資産 7,452 8,264

投資その他の資産

その他 592,436 609,590

貸倒引当金 △66,606 △74,633

投資その他の資産合計 525,830 534,957

固定資産合計 6,529,608 6,557,034

資産合計 12,234,227 12,093,733

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,876,128 3,003,422

短期借入金 － 300,000

1年内返済予定の長期借入金 612,500 195,500

1年内償還予定の社債 384,500 384,500

未払法人税等 222,974 81,787

賞与引当金 233,905 149,396

役員賞与引当金 3,520 2,300

その他 432,584 453,176

流動負債合計 4,766,112 4,570,083

固定負債

社債 896,000 896,000

長期借入金 182,000 165,000

役員退職慰労引当金 4,080 4,390

資産除去債務 59,024 59,283

その他 133,169 133,317

固定負債合計 1,274,273 1,257,990

負債合計 6,040,385 5,828,074
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,167,551 1,167,551

資本剰余金 1,222,338 1,222,338

利益剰余金 3,781,510 3,859,201

自己株式 △20 △8,701

株主資本合計 6,171,379 6,240,390

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 346 2,383

その他の包括利益累計額合計 346 2,383

新株予約権 1,296 3,873

少数株主持分 20,820 19,012

純資産合計 6,193,842 6,265,659

負債純資産合計 12,234,227 12,093,733
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成23年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 3,217,125 3,566,401

売上原価 1,995,531 2,145,255

売上総利益 1,221,594 1,421,145

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 379,874 376,246

賞与引当金繰入額 117,519 147,525

役員賞与引当金繰入額 940 2,300

退職給付費用 11,171 11,603

役員退職慰労引当金繰入額 8,624 310

貸倒引当金繰入額 6,978 11,879

その他 553,749 591,153

販売費及び一般管理費合計 1,078,858 1,141,018

営業利益 142,736 280,127

営業外収益

受取利息 94 164

受取賃貸料 6,673 7,008

補助金収入 － 8,700

その他 10,678 7,984

営業外収益合計 17,446 23,857

営業外費用

支払利息 8,511 8,302

受取賃貸料対応原価 3,412 3,407

その他 2,819 2,861

営業外費用合計 14,743 14,571

経常利益 145,439 289,414

特別利益

固定資産売却益 30 －

特別利益合計 30 －

税金等調整前四半期純利益 145,470 289,414

法人税、住民税及び事業税 6,788 77,535

法人税等調整額 66,554 48,261

法人税等合計 73,342 125,797

少数株主損益調整前四半期純利益 72,127 163,617

少数株主損失（△） △1,790 △1,807

四半期純利益 73,917 165,424
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成23年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 72,127 163,617

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,253 2,037

その他の包括利益合計 △3,253 2,037

四半期包括利益 68,874 165,654

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 70,664 167,462

少数株主に係る四半期包括利益 △1,790 △1,807
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして処理をしております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は次の

とおりであります。

  
前連結会計年度

（平成24年９月30日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

受取手形 47,636千円 50,575千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

  
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日）

減価償却費 75,179千円 84,566千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年10月１日　至　平成23年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年12月22日

定時株主総会
普通株式 43,866 0.5平成23年９月30日平成23年12月26日利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年10月１日　至　平成24年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年12月21日

定時株主総会
普通株式 87,733 1.0平成24年９月30日平成24年12月25日利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社及び連結子会社が関連する市場並びに事業形態が同一であることから、報告セグメントが単一セグメン

トとなりますので、報告セグメントごとの売上及び利益等の各情報につきましては、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成23年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額（円） 0.84 1.89

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 73,917 165,424

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 73,917 165,424

普通株式の期中平均株式数（千株） 87,733 87,716

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額（円） － 1.89

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） － 18

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結

会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

（注）前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年２月14日

サコス株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 増田　　豊　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 梅原　　隆　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサコス株式会社の

平成24年10月１日から平成25年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成24

年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サコス株式会社及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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